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【手続補正書】
【提出日】平成23年7月5日(2011.7.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　好適には、変換器は、サンプルに対し反転、部分的に反転、又は撹拌を受けるよう適合
されている。特に、サンプルチャンバは、サンプルがこぼれるのを防ぐよう封止されてい
る。チャンバは、ふた（lid）で、又は、サンプルチャンバ内の毛細力（capillary force
）により、封止されていてもよい。好適には、サンプルチャンバは毛細管である。サンプ
ルチャンバは、好適には５０～５００μｍ、より好適には１００～３００μｍの深さと、
好適には１～１０ｍｍ、より好適には５ｍｍで、好適には１０～５０ｍｍ、より好適には
３０ｍｍの長さ／幅を有する。サンプル体積は、好適には１～１００μＬ、より好適には
１０～５０μＬ、最適には約３０μＬである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サンプル中の検体を検出する方法であって、
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　エネルギーの変化を電気的信号に変換することが可能な変換器に、前記サンプルをさら
すステップであって、前記変換器は、前記変換器上に又は前記変換器に近接して少なくと
も１つの連結試薬を有し、前記少なくとも１つの連結試薬は、前記検体と結合することが
可能な結合部位を有する、ステップと、
　標識化試薬を前記サンプル中に導入するステップであって、前記標識化試薬は、前記検
体用又は前記連結試薬用の結合部位と、エネルギーを生成するよう、放射源により生成さ
れた電磁放射を吸収することが可能な標識とを含む、ステップと、
　前記標識化試薬を、第１の期間において、前記検体又は前記連結試薬と結合させるステ
ップであって、前記変換器は、前記標識化試薬が、少なくとも部分的に前記変換器上に定
着されるよう方向付けられている、ステップと、
　続いて、第２の期間において、前記変換器を、前記サンプルに対し反転させる又は部分
的に反転させることで、前記標識化試薬を不安定化させるステップと、
　前記第１及び第２の期間の間において、前記サンプルに電磁放射を照射するステップと
、
　前記生成されたエネルギーを電気的信号に変換するステップと、
　前記電気的信号を検出するステップと、
　を含む方法。
【請求項２】
　前記標識化試薬は、前記サンプルよりも密度が高く、重力は、前記標識化試薬を少なく
とも部分的に前記変換器上に定着させるよう、前記標識化試薬に作用する、請求項１に記
載の方法。
【請求項３】
　前記標識化試薬は、前記サンプルよりも密度が低く、浮力は、前記標識化試薬を少なく
とも部分的に前記変換器上に定着させるよう、前記標識化試薬に作用する、請求項１に記
載の方法。
【請求項４】
　前記変換器は、焦電又は圧電素子及び複数の電極を有する焦電又は圧電変換器である、
請求項１から３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記サンプルには、電磁放射の一連のパルスが照射され、前記方法は更に、前記放射源
からの電磁放射の各パルスと前記電気的信号の生成との間の時間遅延を検出するステップ
を含み、電磁放射の各々のパルスと前記電気的信号の生成との間の前記時間遅延は、前記
変換器の表面からの距離の異なる１つ以上の任意の位置での、前記標識の位置に相当する
、請求項１から４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの連結試薬は、抗体であり、前記検体は、抗原であり、前記標識化
試薬は、前記少なくとも１つの連結試薬と結合することも可能な標識化抗原、又は前記検
体と結合することも可能な標識化抗体である、請求項１から５のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの連結試薬は、前記変換器上に吸着されている、請求項１から６の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記標識は、１．５から２３ｇ／ｍＬの密度を有する粒子である、請求項１から７のい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　ベースライン測定が、前記標識化試薬を前記サンプル中に導入した後であるが、前記標
識化試薬を前記変換器上に定着させる前に行われる、請求項１から８のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項１０】
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　サンプル中の検体を検出する装置であって、
　電磁放射を生成するよう適合された放射源と、
　エネルギーの変化を電気的信号に変換することが可能な変換器と、
　前記変換器上の又は前記変換器に近接した少なくとも１つの連結試薬であって、前記検
体と結合することが可能な結合部位を有する少なくとも１つの連結試薬と、
　前記サンプルを、流体中に変換器と接して保持するためのチャンバであって、ふたで又
は毛細力により封止されたチャンバと、
　前記変換器により生成された前記電気的信号を検出することが可能な検出器と、
　を備える装置。
【請求項１１】
　前記変換器は、焦電又は圧電素子及び複数の電極を有する焦電又は圧電変換器である、
請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの連結試薬は、前記変換器上に吸着されている、請求項１０又は１
１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記検体用又は前記連結試薬用の結合部位を有する標識化試薬と、エネルギーを生成す
るよう、放射源により生成された電磁放射を吸収することが可能な標識は、前記チャンバ
の複数の表面のうちの１つに解放可能に付着している、請求項１０から１２のいずれか１
項に記載の装置。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの連結試薬は、抗体であり、前記検体は、抗原であり、前記標識化
試薬は、前記少なくとも１つの連結試薬と結合することも可能な標識化抗原、又は前記検
体と結合することも可能な標識化抗体である、請求項１０から１３のいずれか１項に記載
の装置。
【請求項１５】
　前記標識は、１．５から２３ｇ／ｍＬの密度を有する粒子である、請求項１３又は１４
に記載の装置。
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